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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに積層された第１不織布及び第２不織布が部分的に熱融着されてシート形成用融着
部が形成され、該第１不織布が、該シート形成用融着部で囲まれた非融着部において該第
２不織布から離れる方向に突出して、内部が中空の凸部を多数形成している立体シートで
あって、
　前記第１不織布及び前記第２不織布は、長繊維からなるウェブを熱融着部により固定し
た不織布であり、
　前記長繊維は、溶融した単一樹脂からなる熱可塑性樹脂を均一に紡糸して形成された単
層繊維であり、
　前記シート形成用融着部は、その輪郭よりも内側に、該輪郭の形状に相似する形状の外
周縁を有する貫通孔を備え、該シート形成用融着部における前記輪郭と該貫通孔の外周縁
との間の部分で、前記第１不織布及び前記第２不織布が接合されており、
　前記立体シートにおいては、前記シート形成用融着部における輪郭と前記貫通孔の外周
縁との間の部分Ｐで、前記第１不織布及び前記第２不織布が接合されており、前記部分Ｐ
のうち、前記貫通孔の外周縁側の内縁部Ｑにおいては、断面視して、前記第１不織布及び
前記第２不織布を構成する長繊維の繊維形状が存在していない状態となっており、
　前記部分Ｐにおける内縁部Ｑにおいては、繊維形状が存在せずフィルム化した状態とな
っており、
　前記部分Ｐのうち、前記貫通孔から離れた部位Ｒにおいては、断面視して、前記第１不
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織布及び前記第２不織布を構成する長繊維の繊維形状が存在し、完全にはフィルム化して
いない状態であり、該部分Ｐのフィルム化の程度は、前記貫通孔の中心から、同心円状に
離れた部位ほど、その程度は小さくなる立体シート。
【請求項２】
　前記第１不織布及び前記第２不織布は、構成する前記熱可塑性樹脂が同一である請求項
１に記載の立体シート。
【請求項３】
　前記シート形成用融着部における輪郭と前記貫通孔の外周縁との間の前記部分Ｐは、該
部分Ｐを厚み方向に沿って断面視したとき、第１不織布及び第２不織布を構成する長繊維
の繊維間距離が、内縁部Ｑ側から外縁部Ｒ側に向かって漸次広くなっており、グラデーシ
ョン的な構造を形成している請求項１又は２に記載の立体シート。
【請求項４】
　前記第１不織布と前記第２不織布との剥離強度は、０．２Ｎ／３０ｍｍ以上である請求
項１～３のいずれか一項に記載の立体シート。
【請求項５】
　前記シート形成用融着部の輪郭と前記貫通孔の外周縁との間の部分における該外周縁側
の内縁部には、断面視して前記長繊維の繊維形状が存在していない請求項１～４の何れか
一項に記載の立体シート。
【請求項６】
　前記第２不織布は、その親水度が、前記第１不織布の親水度よりも高い請求項１～５の
何れか一項に記載の立体シート。
【請求項７】
　前記第２不織布は、その坪量が、前記第１不織布の坪量よりも高く、該第１不織布の坪
量は、８ｇ／ｍ２以上である請求項１～６の何れか一項に記載の立体シート。
【請求項８】
　請求項１～７の何れか一項に記載の立体シートを、前記第１不織布側が着用者の肌側を
向くようにして吸収性物品の表面シートとして用いた吸収性物品。
【請求項９】
　請求項１～７の何れか一項に記載の立体シートの製造方法であって、
　前記第１不織布の原反から前記第１不織布を繰り出し、これとは別に、前記第２不織布
の原反から前記第２不織布を繰り出し、そして、繰り出された該第１不織布を、第１ロー
ルと第２ロールとの噛み合わせ部に噛み込ませて該第１不織布を凹凸賦形し、次いで、該
第１不織布を前記第１ロールの周面に引き続き吸引保持した状態下に、該第２不織布を重
ね合わせ、その重ね合わせたものを、第１ロールと周面平滑な第１ヒートロールとの間で
挟圧し、このとき該第１ロールと該第１ヒートロールの両方又は該第１ヒートロールのみ
を加熱しておき、次いで、熱融着によって接合された前記第１不織布及び前記第２不織布
の重ね合わせたものを、前記第１ロールの周面に引き続き吸引保持した状態下で移動させ
、該重ね合わせたものを、該第１ロールと周面平滑な第２ヒートロールとの間で挟圧し、
このときの該第１ロールと該第２ヒートロールの両方又は該第２ヒートロールのみを加熱
しておき、該第１ロールにおける凸部上である各歯車の歯の上に位置する前記シート形成
用融着部において、更に前記第１不織布及び前記第２不織布を構成していた熱可塑性樹脂
を溶融し、溶融した樹脂が該凸部の周囲に移動して前記貫通孔を形成してなる立体シート
の製造方法であって、
　前記第１ロールと上流側の前記第１ヒートロールとで前記シート形成用融着部を形成し
、その後、該第１ロールと下流側の前記第２ヒートロールとで、前記貫通孔を形成する、
立体シートの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内部が中空の凸部を多数形成している立体シートに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　本出願人は先に、使い捨ておむつ等の吸収性物品の表面シートとして用い得る立体シー
トとして、第１不織布と第２不織布とが部分的に熱融着されて接合部が形成され、第１不
織布が、該接合部に囲まれた非接合部において第２不織布から離れる方向に突出して、内
部が中空の凸部を多数形成している立体シートを開示した（特許文献１，２参照）
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２０１９６４号公報
【特許文献２】特開２００６－１７５６８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載の立体シートは、互いに積層された第１不織布及び第２不織布が部分
的に配された接合部で固定して形成されているので、単層の立体シートに比べ、例えば吸
収性物品の表面シートとして用いたときに、着用時に中空の凸部が潰れ難くなっている。
また、着用時における肌との接触面積が抑えられ、液戻りを低減し、赤みやかぶれを低減
することが期待できる。また、軟便の拡がりを抑制し、便の肌への付着を低減することが
期待できる。
【０００５】
　しかし、液戻りを更に低減し、赤みやかぶれを更に低減させたいとのニーズがあった。
また、軟便の拡がりを更に抑制し、便の肌への付着を更に低減させたいとのニーズがあっ
た。
【０００６】
　特許文献２に記載の立体シートは、第１不織布と第２不織布とを接合する接合部に開孔
を有しているので、特許文献１に記載の立体シートに比べ、例えば吸収性物品の表面シー
トとして用いたときに、液残りが低減し、液戻りを更に低減し、赤みやかぶれを更に低減
することが期待できる。また、軟便の拡がりを更に抑制し、便の肌への付着を更に低減す
ることが期待できる。
【０００７】
　しかし、特許文献２に記載の立体シートは、開孔を有する接合部にて接合強度が発現し
難く、使用時に第１不織布と第２不織布とが剥がれてしまう場合があり、更に改善の余地
があった。
【０００８】
　したがって本発明は、前述した従来技術が有する欠点を解消し得る立体シートを提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、互いに積層された第１不織布及び第２不織布が部分的に熱融着されてシート
形成用融着部が形成され、該第１不織布が、該シート形成用融着部で囲まれた非融着部に
おいて該第２不織布から離れる方向に突出して、内部が中空の凸部を多数形成している立
体シートであって、前記第１不織布及び前記第２不織布は、長繊維からなるウェブを熱融
着部により固定した不織布であり、前記長繊維は、溶融した熱可塑性樹脂を均一に紡糸し
て形成された単層繊維であり、前記シート形成用融着部は、その輪郭よりも内側に、該輪
郭の形状に相似する形状の外周縁を有する貫通孔を備え、該シート形成用融着部における
前記輪郭と該貫通孔の外周縁との間の部分で、前記第１不織布及び前記第２不織布が接合
されている立体シートを提供するものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、使用時に積層間が剥がれ難く、着用時に中空の凸部が潰れ難く、液戻
りを更に低減し、赤みやかぶれを更に低減することが期待できる。また、軟便の拡がりを



(4) JP 5960775 B2 2016.8.2

10

20

30

40

50

更に抑制し、便の肌への付着を更に低減することが期待できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、本発明の立体シートの一実施形態の要部を拡大して示す斜視図である。
【図２】図２は、図１におけるＩＩ－ＩＩ線断面図である。
【図３】図３は、同一の単一樹脂の熱可塑性樹脂から構成された２枚の不織布を部分的に
融着させた場合のシール強度とシール面積率との関係を示すグラフである。
【図４】図４は、図３のシール強度とシール面積率との関係を求めるための測定サンプル
の作製方法と、作製された測定サンプルを用いてシール強度を測定する方法を説明するた
めの図である。
【図５】図５は、芯鞘構造の長繊維から構成された２枚の不織布を部分的に融着させた場
合のシール強度とシール面積率との関係を示すグラフである。
【図６】図６は、図１に示す立体シートを製造するために好適に用いられる製造装置を示
す模式図である。
【図７】図７は、図６に示す製造装置における第１ロールと第２ヒートロールとを用いて
、シート形成用融着部に貫通孔を形成する様子を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下本発明を、その好ましい実施形態に基づき図面を参照しながら説明する。図１～図
２には、本発明の立体シートの一実施形態が示されている。図１は、立体シートの要部を
一部断面により模式的に示す斜視図であり、図２は、図１に示すＩＩ－ＩＩ線断面図であ
る。本実施形態の立体シート１０は、互いに積層された第１不織布１及び第２不織布２が
部分的に熱融着されてシート形成用融着部３が形成され、第１不織布１が、シート形成用
融着部３で囲まれた非融着部において第２不織布２から離れる方向に突出して、内部が中
空の凸部４を多数形成している立体シートである。第１不織布１と第２不織布２とは部分
的に熱融着されており、それにより多数のシート形成用融着部３が形成されている。第１
不織布１は、シート形成用融着部３以外の部分において、第２不織布２側とは反対向きに
突出して、内部空洞の多数の凸部４を形成している。このように、立体シート１０は、第
２不織布２側の面がほぼ平坦であり、第１不織布１側に起伏の大きな凹凸が形成されてい
る。第１不織布１側の凸部４は、立体シート１０を、例えば、吸収性物品の表面シートと
して用いたときに、着用者の肌側に向く方向に突出する方向に配置する。
【００１３】
　立体シート１０は、長手方向Ｘ及びこれと直交する幅方向Ｙを有している。本実施形態
の立体シート１０においては、立体シート１０の長手方向Ｘが、第１シート基材１１及び
第２シート基材１２の構成繊維の主な配向方向を見て、該繊維の配向方向に沿うＭＤ方向
に一致しており、立体シート１０の幅方向Ｙが、ＭＤ方向に直交するＣＤ方向に一致して
いる。また、ＭＤ方向（Ｘ方向）は、立体シート１０を製造するときの搬送方向でもある
。
【００１４】
　非融着部である凸部４は、周囲を、相互に離間した複数のシート形成用融着部３によっ
て囲まれており、図１に示す立体シート１０においては、４個のシート形成用融着部３に
よって周囲を囲まれている。尚、凸部４を囲むシート形成用融着部３の数は、４個に限ら
れず、例えば、２個、３個、５個、６個、或いは７個以上とすることもできる。凸部４を
囲むシート形成用融着部３の数は、好ましくは４個以上であり、更に好ましくは５個以上
であり、また、より好ましくは８個以下であり、更に好ましくは６個以下である。
【００１５】
　凸部４の配置について、詳述すると、凸部４は、図１に示すように、長手方向Ｘに、一
定の間隔を空けて一列をなすように配置されており、このような列が幅方向Ｙに、多列に
形成されている。また、凸部４は、幅方向Ｙにも、一定の間隔を空けて一列をなすように
配置されており、このような列が長手方向Ｘに、多列に形成されている。本実施形態の立
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体シート１０においては、長手方向Ｘに延びる一つの列に着目すると、該列を構成する凸
部４と、該列に幅方向Ｙに隣り合う別の列を構成する凸部４とが、半ピッチずれて配され
ている。また、幅手方向Ｙに延びる一つの列に着目すると、該列を構成する凸部４と、該
列に長手方向Ｘに隣り合う別の列を構成する凸部４とが、半ピッチずれて配されている。
【００１６】
　内部が中空の各凸部４は、それぞれが別個に独立して存在しているのではなく、任意の
一つの凸部４に着目したとき、該凸部４の全周囲にて隣接する凸部４と連結している。凸
部４どうしの連結部５の高さは、凸部４の頂部の高さよりも低くなっている。しかし、連
結部５の頂部は、シート形成用融着部３よりは高い位置にある。一方、シート形成用融着
部３は、立体シート１０の凹凸構造の各凹部の中心に位置しており、各凹部は、それぞれ
が別個に独立して存在している。
【００１７】
　各凸部４の断面形状としては、全体として稜線が滑らかに丸みを帯びた、ドーム状の形
状、扁平な直方体、或いは截頭四角錐体等であることが好ましく、本実施形態の立体シー
ト１０においては、図１に示すように、丸みを帯びたドーム状の形状となっている。
【００１８】
　各シート形成用融着部３を平面視した形状としては、円形状、矩形状、トラック形状、
正多角形状等であることが好ましく、本実施形態の立体シート１０においては、図１に示
すように、円形状となっている。
【００１９】
　立体シート１０においては、シート形成用融着部３は、図１，図２に示すように、その
輪郭３１よりも内側に、該輪郭３１の形状に相似する形状の外周縁６１を有する貫通孔６
を備えている。各貫通孔６は、各シート形成用融着部３の内側に１個、第１不織布１及び
第２不織布２を貫通して形成されている。各貫通孔６を平面視した形状としては、シート
形成用融着部３の形状を一様に縮小した相似形状であり、本実施形態の立体シート１０に
おいては、図１に示すように、円形状となっている。
【００２０】
　立体シート１０は、シート形成用融着部３の内側に貫通孔６を備えているので、図２に
示すように、立体シート１０においては、シート形成用融着部３における輪郭３１と貫通
孔６の外周縁６１との間の部分Ｐで、第１不織布１及び第２不織布２が接合されている。
前記部分Ｐにおける貫通孔６の外周縁６１側の内縁部Ｑには、断面視して、後述する第１
不織布１及び第２不織布２を構成する長繊維の繊維形状が存在していない状態となってい
る。具体的には、前記部分Ｐは、図２に示すように、シート形成用融着部３の輪郭３１と
貫通孔６の外周縁６１との間の幅のある部分であり環状に形成されている。このような環
状の前記部分Ｐは、貫通孔６の外周縁６１側の内縁部Ｑと、シート形成用融着部３の輪郭
３１側の外縁部Ｒとを有している。そして、前記部分Ｐにおける内縁部Ｑにおいては、長
繊維が均一に溶融し、もはや繊維形状が存在せずフィルム化した状態となっている。また
、前記部分Ｐにおける外縁部Ｒにおいては、断面視して、第１不織布１及び第２不織布２
を構成する長繊維の繊維形状が存在する状態、すなわち完全にはフィルム化していない状
態になっている。環状の前記部分Ｐのフィルム化の程度は、内縁部Ｑ側から外縁部Ｒ側に
向かって、同心円状に離れた部位ほど、その程度は小さくなる。すなわち、環状の前記部
分Ｐは、断面視して、第１不織布１及び第２不織布２を構成する長繊維の繊維間距離が、
内縁部Ｑ側から外縁部Ｒ側に向かって、漸次広くなっており、グラデーション的な構造を
形成している。グラデーション的な構造を形成しているか否かは次の方法で判断する。立
体シート１０のサンプルを液体窒素に浸漬し、十分に凍結させる。また市販のカミソリを
同様に液体窒素に十分に浸漬する。外縁部Ｒ近傍の部位、及び内縁部Ｑ近傍の部位を、前
記カミソリを用いて厚み方向に沿って切断する。その際、切断面の形状がカミソリによる
切断の影響を受けなくすことを目的で、カミソリの刃と反対面をハンマー等で叩き、瞬時
に切断する。切断面を電子顕微鏡で観察し、それらの部位の厚みを測定する。内縁部Ｑ近
傍の厚みと、外縁部Ｒ近傍の厚みを比べ、外縁部Ｒ近傍の厚み＞内縁部Ｑ近傍の厚みとな
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っていた場合、「グラデーション的な構造を形成している」と判断する。
【００２１】
　第１不織布１及び第２不織布２は、長繊維からなるウェブを熱融着部により固定した不
織布であり、該不織布としては、スパンボンド不織布、メルトブローン不織布、又はスパ
ンボンドの層とメルトブローンの層との積層不織布等が用いられる。
【００２２】
　第１不織布１及び第２不織布２を構成する長繊維は、溶融した熱可塑性樹脂を均一に紡
糸して形成された単層繊維である。ここで、「単層繊維」とは、同芯型若しくは偏芯型の
芯鞘型の繊維、又はサイド・バイ・サイド型の繊維を含まず、紡糸して形成された繊維が
均一な一層構造の繊維であることを意味する。上記長繊維の繊維径は、好ましくは０．５
ｄｔｅｘ以上、更に好ましくは０．８ｄｔｅｘ以上であり、５．０ｄｔｅｘ以下、特に好
ましくは４．０ｄｔｅｘ以下である。
【００２３】
　第１不織布１及び第２不織布２を構成する熱可塑性樹脂としては、ポリオレフィン系樹
脂、ポリエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂、アクリロニトリル系樹脂、ビニル系樹脂、
ビニリデン系樹脂などが挙げられる。ポリオレフィン系樹脂としてはポリエチレン、ポリ
プロピレン、ポリブデン等が挙げられる。ポリエステル系樹脂としてはポリエチレンテレ
フタレート、ポリブチレンテレフタレート等が挙げられる。ポリアミド系樹脂としてはナ
イロン等が挙げられる。ビニル系樹脂としてはポリ塩化ビニル等が挙げられる。ビニリデ
ン系樹脂としてはポリ塩化ビニリデン等が挙げられる。また、これら各種樹脂の１種を単
独で又は２種以上を混合して用いることもでき、これら各種樹脂の変成物を用いることも
できる。更に、これら各種樹脂としては、ホモポリマー、ランダムコポリマー、ブロック
コポリマーの何れか１種以上を５０～１００質量％含んだ樹脂であることが好ましい。ま
た、これらホモポリマー、ランダムコポリマー、或いはブロックコポリマーを混合した樹
脂でもよい。尚、第１不織布１と第２不織布２との剥離強度向上の観点からは、第１不織
布１及び第２不織布２は、構成する熱可塑性樹脂が同一であることが好ましい。
【００２４】
　更に、第１不織布１と第２不織布２との剥離強度が実使用に耐え得る強度を得る観点か
らは、第１不織布１及び第２不織布２を構成する熱可塑性樹脂が、単一樹脂であることが
好ましい。ここで、単一樹脂としては、ホモポリマーからなるポリエチレン樹脂、ホモポ
リマーからなるポリプロピレン樹脂、或いはホモポリマーからなるポリエチレンテレフタ
レート樹脂等が挙げられ、紡糸性の観点から、ホモポリマーからなるポリプロピレン樹脂
が好ましい。上記観点は、本発明者が、第１不織布１及び第２不織布２を構成する熱可塑
性樹脂が同一の単一樹脂であれば、第１不織布１と第２不織布２との剥離強度が、シール
面積によらずに一定の強度が得られることを見出したことにより証明される。
【００２５】
　図３には、同一の単一樹脂の熱可塑性樹脂から構成された第１不織布１及び第２不織布
２を部分的に融着させた場合のシール強度とシール面積率との関係がプロットされている
。具体的には、図４（ａ）に示すように、長手方向Ｘに２００ｍｍ幅方向Ｙに５０ｍｍの
第１不織布１及び第２不織布２を用意し、それらを重ね合わせ、重ね合わせたサンプルの
中央部Ｃに、長手方向Ｘに３０ｍｍ、シール幅２ｍｍの熱融着シール線３２を幅方向Ｙに
一定の間隔（ピッチ）を空けて複数本配して接着（シール）し、測定サンプルＳを作製す
る。このような測定サンプルＳを、熱融着シール線の幅方向Ｙの間隔（ピッチ）を種々変
更して作製し、シール面積率の異なる測定サンプルを複数個作製する。次いで、図４（ｂ
）に示すように、作製された各測定サンプルＳの接着（シール）強度を、Ｘ方向が引張方
向となるように、引張試験機（例えば、オリエンテック社製テンシロン引張り試験機「Ｒ
ＴＡ－１００」）のチャック（チャック間１０ｍｍ）に取り付け、引張速度３００ｍｍ／
ｍｉｎで引っ張り、測定サンプル破断までの最大荷重点（シール強度）を測定する。この
ようにして測定されたシール強度とシール面積率との関係をプロットしたものが図３であ
る。また、図５には、ポリエチレンテレフタレート樹脂とポリエチレン樹脂から構成され
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た芯鞘構造の長繊維から構成された第１不織布及び第２不織布を部分的に融着させた場合
のシール強度とシール面積率との関係がプロットされている。尚、図５の測定には、図３
と同様に測定サンプルを作製してシール強度を測定している。
【００２６】
　一般的には、図５に示すように、シール面積率の増加と共にシール強度も増加する。こ
のような現象が起こる原因について考察する。芯鞘構造を有する不織布に熱融着（シール
）を施すと、融着（シール）された部位においてフィルム化が生じるが、その断面には芯
を形成する高融点の繊維がその繊維形状を維持したまま存在するため、融着（シール）部
を構成する、それぞれの第１不織布及び第２不織布は、融着（シール）部において熱によ
るダメージが小さく、図４に示す剥離を行った際、第１不織布と第２不織布の境界面にて
剥離が生じ、その結果、シール面積に比例して剥離強度が増大するものと思われる。しか
しながら、本発明者は、図３に示すように、同一の単一樹脂の熱可塑性樹脂から構成され
た第１不織布１及び第２不織布２を融着させた場合は、図３に示すように、シール強度が
シール面積率によらず略一定となることを見出した。このような現象が起こる原因につい
て考察すると、同一の単一樹脂からなる繊維であるが故に、融着（シール）部において、
もはや繊維構造を保つことが不可能と思われ、融着（シール）部を構成する第１不織布及
び第２不織布は、融着（シール）部において熱による影響を大きく受けると考えられる。
一般的にこのように熱による影響を大きく受けると、図４に示す剥離を行うと、ダメージ
を受けていたシール部が直ぐに損壊し、シール強度は発現しない（極めて弱くなる）と思
われるが、本発明者は、融着（シール）部である、シート形成用融着部３の輪郭３１と貫
通孔６の外周縁６１との間の前記部分Ｐのように、幅のある部分の場合、シート形成用融
着部３の輪郭３１側の外縁部Ｒ側には、融着（シール）時に熱の影響を受けた弱融着部が
形成され、貫通孔６の外周縁６１側の内縁部Ｑ側には、長繊維が溶融して繊維形状が存在
しないフィルム化した融着部が形成されていることを見出した。また、本発明者は、外縁
部Ｒ側の弱融着部においては、長繊維の繊維形状が消失することなく繊維どうしが部分的
に融着しており、剥離の際には、まず該部位を起点として前記部分Ｐの融着自体の破壊が
生じ、それに引き続き、第１不織布及び第２不織布の破壊が生じることを見出した。よっ
て、単一樹脂の熱可塑性樹脂から構成された第１不織布１及び第２不織布２を融着させた
場合の剥離強度は、その融着（シール）部の剥離強度ではなく、融着（シール）部を構成
するそれぞれの不織布の破断強度相当となるため、シール面積によらず、その強度は略一
定になったと考えられる。
　従って、第１不織布１及び第２不織布２を構成する熱可塑性樹脂が、同一の単一樹脂で
あれば、シール面積によらずに一定の強度が得られ、シート形成用融着部３の輪郭３１と
貫通孔６の外周縁６１との間の部分Ｐだけで第１不織布１及び第２不織布２が接合されて
いたとしても、実使用に耐え得る、第１不織布１及び第２不織布２の剥離強度が得られる
ことが推測される。以上のことから、第１不織布１及び第２不織布２として、単一樹脂で
あるホモポリマーからなるポリプロピレン樹脂を用いて形成されたスパンボンド不織布を
使用することが最も好ましい。
【００２７】
　次に、本実施形態の立体シート１０の製造方法を図６，図７を参照しながら説明する。
　立体シート１０の製造方法は、周面が凹凸形状となっている第１ロール１１と第１ロー
ルの凹凸形状と噛み合い形状となっている凹凸形状を周面に有する第２ロール１２との噛
み合わせ部に噛み込ませて第１不織布１を凹凸賦形する賦形工程と、該賦形工程の後、第
２不織布２を、第１ロール１１における凸部１１ａ上に位置する第１不織布１と、第１ヒ
ートロール１３及び第２ヒートロール１４により接合してシート形成用融着部３を形成し
て該シート形成用融着部３内に貫通孔６を形成する融着開孔工程とを備えている。第１ロ
ール１１に対して、第２ロール１２、第１ヒートロール１３及び第２ヒートロール１４は
、対向配置されており、第１ロール１１の回転方向Ｒの上流側から下流側に向かって第１
ロール１１の周面に対して、その順に配置されている。周面が凹凸形状となっている第１
ロール１１及び第２ロール１２に関しては、例えば、本出願人の先願の特開２００４－１
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７４２３４号公報に記載のもの等を用いることができる。第１ヒートロール１３及び第２
ヒートロール１４は、それぞれ周面に凹凸を有していないフラットなアンビルロールであ
る。
【００２８】
　まず、第１不織布１の原反（不図示）から第１不織布１を繰り出す。また、これとは別
に、第２不織布２の原反（不図示）から第２不織布２を繰り出す。そして、図６に示すよ
うに、繰り出された第１不織布１を、第１ロールと第２ロール１２との噛み合わせ部に噛
み込ませて第１不織布１を凹凸賦形する。
【００２９】
　次いで、図６に示すように、第１不織布１を第１ロール１１の周面に引き続き吸引保持
した状態下に、第２不織布２を重ね合わせ、その重ね合わせたものを、第１ロール１１と
周面平滑な第１ヒートロール１３との間で挟圧する。このとき、第１ロール１１と第１ヒ
ートロール１３の両方又は第１ヒートロール１３のみを所定温度に加熱しておく。これに
よって、第１ロール１１における凸部１１ａ上に、つまり各歯車の歯の上に位置する第１
不織布１と第２不織布２とを熱融着によって接合してシート形成用融着部３を形成する。
【００３０】
　次いで、図６，図７に示すように、熱融着によって接合された第１不織布１及び第２不
織布２の重ね合わせたものを、第１ロール１１の周面に引き続き吸引保持した状態下で移
動させ、該重ね合わせたものを、第１ロール１１と周面平滑な第２ヒートロール１４との
間で挟圧する。このとき、第１ロール１１と第２ヒートロール１４の両方又は第２ヒート
ロール１４のみを所定温度に加熱しておく。これによって、第１ロール１１における凸部
１１ａ上に、つまり各歯車の歯の上に位置するシート形成用融着部３において、更に第１
不織布１及び第２不織布２を構成していた熱可塑性樹脂を溶融し、溶融した樹脂が該凸部
１１ａの周囲に移動して貫通孔６を形成する。具体的には、溶融した樹脂が、該凸部１１
ａの中心から外方に向かって同心円状に徐々に離れた部位に移動して、シート形成用融着
部３の内に貫通孔６を形成する。その際、シート形成用融着部３の輪郭３１と貫通孔６の
外周縁６１との間の幅のある環状の部分Ｐにおいては、外周縁６１側の内縁部Ｑが、構成
繊維の繊維形状が存在しないフィルム化した状態となり、輪郭３１側の外縁部Ｒが、構成
繊維の繊維形状が存在する状態、すなわち完全にはフィルム化していない状態となる。こ
のようにしてシート形成用融着部３内に貫通孔６が形成されるので、シート形成用融着部
３の輪郭３１と貫通孔６の外周縁６１との間の部分Ｐだけで第１不織布１及び第２不織布
２が接合されている立体シート１０が連続的に製造される。
【００３１】
　上述した本実施形態の立体シート１０は、第１不織布１側が着用者の肌側を向くように
して、使い捨ておむつ、生理用ナプキン、パンティライナー（おりものシート）、失禁パ
ッド等の吸収性物品の表面シートとして用いられるものである。すなわち、第１不織布１
は、立体シート１０を、吸収性物品の表面シートとして用いたときに、着用者の肌側に向
けられる面（肌対向面）を形成するようになり、第２不織布２は、前記吸収性物品を構成
する収体体側に向けられる面（非肌対向面）を形成するようになる。
【００３２】
　本実施形態の立体シート１０を吸収性物品の表面シートとして使用した際の作用効果に
ついて説明する。
　本実施形態の立体シート１０は、図１に示すように、互いに積層された第１不織布１及
び第２不織布２が部分的に配されたシート形成用融着部３で接合して形成されているので
、単層の立体シートに比べ、吸収性物品の表面シートとして用いたときに、着用時に中空
の凸部４が潰れ難くなっている。また、第１不織布１及び第２不織布２を構成する長繊維
が、溶融した熱可塑性樹脂を均一に紡糸して形成された単層繊維であるので、シート形成
用融着部３における剥離強度が高く、使用時に積層間が剥がれ難くなっている。また、各
凸部４により着用時における肌との接触面積が抑えられ、液戻りが低減し、赤みやかぶれ
を低減することが期待できる。また、軟便の拡がりを抑制し、便の肌への付着を低減する
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ことが期待できる。更に、シート形成用融着部３内に貫通孔６が形成されているので、液
残りが低減し、液戻りが更に低減し、赤みやかぶれを更に低減することが期待できる。ま
た、軟便の拡がりを更に抑制し、便の肌への付着を更に低減することが期待できる。
【００３３】
　また、本実施形態の立体シート１０は、第１不織布１及び第２不織布２を構成する熱可
塑性樹脂が同一のものを用いれば、相溶性の向上により剥離強度（シール強度）が向上し
、シート形成用融着部３の輪郭３１と貫通孔６の外周縁６１との間の部分Ｐだけで第１不
織布１及び第２不織布２が接合されているとしても、使用時に積層間が更に剥がれ難くな
る。特に、本実施形態の立体シート１０においては、前記熱可塑性樹脂が単一樹脂から形
成されていれば、貫通孔６が形成され易く、図３に示すように、シール強度がシール面積
率によらず略一定となり、実使用に耐え得る、第１不織布１及び第２不織布２の剥離強度
が得られ、使用時に積層間が更に一層剥がれ難くなる。具体的には、第１不織布１及び第
２不織布２として、単一樹脂であるホモポリマーからなるポリプロピレン樹脂を用いて製
造されたスパンボンド不織布を使用すれば、圧力によりシート形成用融着部３に貫通孔６
が開孔し易く、液戻りが低減し、赤みやかぶれを低減することが期待できる。
【００３４】
　上述した効果が、一層確実に発現されるようにする観点から、立体シート１０は、以下
の構成を有することが好ましい。
【００３５】
　凸部４の高さは、１ｍｍ以上２０ｍｍ以下であることが好ましく、３ｍｍ以上１５ｍｍ
以下であることが更に好ましい。
　立体シート１０の単位面積（１ｃｍ２）当たりの凸部４の数は、１個以上１５個以下で
あることが好ましく、３個以上１２個以下であることが更に好ましい。
　また、立体シート１０の単位面積（１ｃｍ２）当たりの貫通孔６の数は、１個以上５０
個以下であることが好ましく、４個以上３０個以下であることが更に好ましい。
【００３６】
　凸部４の底部面積（Ｓ１）は、１ｍｍ２以上４００ｍｍ２以下であることが好ましく、
４ｍｍ２以上３００ｍｍ２以下であることが更に好ましい。シート形成用融着部３の面積
（Ｓ２）は、１ｍｍ２以上５０ｍｍ２以下であることが好ましく、１ｍｍ２以上３６ｍｍ
２以下であることが更に好ましい。ここで、シート形成用融着部３の面積（Ｓ２）とは、
シート形成用融着部３の輪郭３１で囲まれた領域の面積を意味する。
【００３７】
　貫通孔６の開孔面積（Ｓ３）は、１ｍｍ２以上１００ｍｍ２以下であることが好ましく
、２ｍｍ２以上５０ｍｍ２以下であることが更に好ましい。ここで、貫通孔６の開孔面積
（Ｓ３）とは。貫通孔６の外周縁６１で囲まれた領域の面積を意味する。
【００３８】
　貫通孔６の長さは、１ｍｍ以上１０ｍｍ以下であることが好ましく、２ｍｍ以上７ｍｍ
以下であることが更に好ましい。また、シート形成用融着部３の長さは０．１ｍｍ以上５
ｍｍ以下程度であることが好ましい。ここで、「貫通孔６の長さ」とは、貫通孔６の最も
広い位置での長さを意味し、「シート形成用融着部３の長さ」とは、シート形成用融着部
３の最も広い位置での長さを意味する。
【００３９】
　また、環状の前記部分Ｐの幅（図２におけるＸ方向の長さ）は、シート形成用融着部３
の長さの３％以上２０％以下であることが好ましく、５％以上１５％以下であることが更
に好ましい。具体的には前記部分Ｐの幅は、０．５ｍｍ以上５ｍｍ以下程度であることが
好ましい。
　環状の前記部分Ｐの幅の確認方法は次のとおりとする。立体シート１０を液体窒素に浸
漬し、十分に凍結する。また、市販のカミソリを同様に液体窒素に十分に浸漬する。環状
の前記部分Ｐを、冷やしたカミソリを用いて厚み方向に沿って切断する。その際、切断面
の形状がカミソリによる切断の影響を受けなくすことを目的で、カミソリの刃と反対面を
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ハンマー等で叩き瞬時に切断する。切断箇所を、１００倍程度に拡大した顕微鏡で観察し
、繊維の状態が視認できる領域を外縁部Ｒとし、フィルム状で繊維が視認できない領域を
内縁部Ｑとして判断し、ＲとＱとの距離をもってＰの幅とする。
【００４０】
　また、立体シート１０における第１不織布１と第２不織布２との剥離強度は、０．２Ｎ
／３０ｍｍ以上であることが好ましく、０．５Ｎ／３０ｍｍ以上であることが更に好まし
い。尚、前記剥離強度の上限値に特に制限はなく、高ければ高いほど好ましいが、上限値
として３Ｎ／３０ｍｍ程度であれば、十分に満足すべき効果が得られる。前記剥離強度は
、長手方向Ｘに２００ｍｍ幅方向Ｙに３０ｍｍに立体シート１０をカットしてカットサン
プルを作製し、このカットサンプルにおける第１不織布１と第２不織布２との剥離強度を
、Ｘ方向が引張方向となるように、引張試験機（例えば、オリエンテック社製テンシロン
引張り試験機「ＲＴＡ－１００」）のチャック（チャック間１０ｍｍ）に取り付け、引張
速度３００ｍｍ／ｍｉｎで引っ張り、測定サンプル破断までの最大荷重点（剥離強度）を
測定して求める。
【００４１】
　また、立体シート１０を構成する第２不織布２は、その親水度が、立体シート１０を構
成する第１不織布１の親水度よりも高いことが好ましい。ここで、「親水度」とは、以下
に述べる方法で測定された繊維の接触角に基づき判断される。具体的には、親水度が高い
ことは接触角が小さいことと同義であり、親水度が低いことは接触角が大きいことと同義
である。
【００４２】
　　〔接触角の測定方法〕
　立体シート１０を構成する第１不織布１又は第２不織布２の所定の部位から繊維を取り
出し、その繊維に対する水の接触角を測定する。測定装置として、協和界面科学株式会社
製の自動接触角計ＭＣＡ－Ｊを用いる。接触角の測定には蒸留水を用いる。インクジェッ
ト方式水滴吐出部（クラスターテクノロジー社製、吐出部孔径が２５μｍのパルスインジ
ェクターＣＴＣ－２５）から吐出される液量を２０ピコリットルに設定して、水滴を、繊
維の真上に滴下する。滴下の様子を水平に設置されたカメラに接続された高速度録画装置
に録画する。録画装置は後に画像解析や画像解析をする観点から、高速度キャプチャー装
置が組み込まれたパーソナルコンピュータが望ましい。本測定では、１７ｍｓｅｃ毎に画
像が録画される。録画された映像において、不織布から取り出した繊維に水滴が着滴した
最初の画像を、付属ソフトＦＡＭＡＳ（ソフトのバージョンは２．６．２、解析手法は液
滴法、解析方法はθ／２法、画像処理アルゴリズムは無反射、画像処理イメージモードは
フレーム、スレッシホールドレベルは２００、曲率補正はしない、とする）にて画像解析
を行い、水滴の空気に触れる面と繊維のなす角を算出し、接触角とする。第１不織布１又
は第２不織布２から取り出した繊維は、繊維長１ｍｍに裁断し、該繊維を接触角計のサン
プル台に載せて、水平に維持する。該繊維１本につき異なる２箇所の接触角を測定する。
Ｎ＝５本の接触角を小数点以下１桁まで計測し、合計１０箇所の測定値を平均した値（小
数点以下第２桁で四捨五入）を接触角と定義する。
【００４３】
　立体シート１０を構成する第２不織布２は、その坪量が、立体シート１０を構成する第
１不織布１の坪量よりも高いことが好ましい。具体的には、第２不織布２の坪量は、８ｇ
／ｍ２以上であることが好ましく、１０ｇ／ｍ２以上であることが更に好ましく、そして
、２５ｇ／ｍ２以下であることが好ましく、２０ｇ／ｍ２以下であることが更に好ましく
、具体的には、８ｇ／ｍ２以上２５ｇ／ｍ２以下であることが好ましく、１０ｇ／ｍ２以
上２０ｇ／ｍ２以下であることが更に好ましい。第１不織布１の坪量は、８ｇ／ｍ２以上
であることが好ましく、１０ｇ／ｍ２以上であることが更に好ましく、そして、２０ｇ／
ｍ２以下であることが好ましく、１８ｇ／ｍ２以下であることが更に好ましく、具体的に
は、８ｇ／ｍ２以上２０ｇ／ｍ２以下であることが好ましく、１０ｇ／ｍ２以上１８ｇ／
ｍ２以下であることが更に好ましい。



(11) JP 5960775 B2 2016.8.2

10

20

30

40

50

【００４４】
　以上、本発明をその好ましい実施形態に基づき説明したが、本発明は前記実施形態に制
限されない。例えば上述した立体シート１０の製造方法においては、シート形成用融着部
３の形成及び貫通孔６の形成を連続的に行っているが、断続的に行ってもよい。
【００４５】
　また、上述した立体シート１０の製造方法においては、第１ロール１１と上流側の第１
ヒートロール１３とでシート形成用融着部３を形成し、その後、第１ロール１１と下流側
の第２ヒートロール１４とで、貫通孔６を形成しているが、第１ロール１１及び上流側の
第１ヒートロール１３のみで、シート形成用融着部３及び貫通孔６を形成してもよい。具
体的には、第１ロール１１及び上流側の第１ヒートロール１３との挟持圧力と温度等を調
整することにより、第１不織布１を第２不織布２に重ね合わせたものに対して、シート形
成用融着部３を形成しながら、貫通孔６を形成してもよい。
【００４６】
　上述した実施形態に関し、更に以下の立体シートを開示する。
【００４７】
＜１＞
　互いに積層された第１不織布及び第２不織布が部分的に熱融着されてシート形成用融着
部が形成され、該第１不織布が、該シート形成用融着部で囲まれた非融着部において該第
２不織布から離れる方向に突出して、内部が中空の凸部を多数形成している立体シートで
あって、
　前記第１不織布及び前記第２不織布は、長繊維からなるウェブを熱融着部により固定し
た不織布であり、
　前記長繊維は、溶融した熱可塑性樹脂を均一に紡糸して形成された単層繊維であり、
　前記シート形成用融着部は、その輪郭よりも内側に、該輪郭の形状に相似する形状の外
周縁を有する貫通孔を備え、該シート形成用融着部における前記輪郭と該貫通孔の外周縁
との間の部分で、前記第１不織布及び前記第２不織布が接合されている立体シート。
【００４８】
＜２＞
　前記第１不織布及び前記第２不織布は、構成する前記熱可塑性樹脂が同一である前記＜
１＞に記載の立体シート。
＜３＞
　前記熱可塑性樹脂は、単一樹脂からなる前記＜１＞又は＜２＞に記載の立体シート。
＜４＞
　前記第１不織布と前記第２不織布との剥離強度は、０．２Ｎ／３０ｍｍ以上である前記
＜１＞～＜３＞の何れか１に記載の立体シート。
＜５＞
　前記シート形成用融着部の輪郭と前記貫通孔の外周縁との間の部分における該外周縁側
の内縁部には、断面視して前記長繊維の繊維形状が存在していない前記＜１＞～＜４＞の
何れか１に記載の立体シート。
＜６＞
　前記第２不織布は、その親水度が、前記第１不織布の親水度よりも高い前記＜１＞～＜
５＞の何れか１に記載の立体シート。
＜７＞
　前記第２不織布は、その坪量が、前記第１不織布の坪量よりも高く、該第１不織布の坪
量は、８ｇ／ｍ２以上である前記＜１＞～＜６＞の何れか１に記載の立体シート。
＜８＞
　前記立体シートは、前記第２不織布側の面がほぼ平坦であり、前記第１不織布側に起伏
の大きな凹凸が形成されている前記＜１＞～＜７＞の何れか１に記載の立体シート。
【００４９】
＜９＞
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　前記非融着部である前記凸部は、周囲を、相互に離間した複数の前記シート形成用融着
部によって囲まれており、前記凸部を囲む前記シート形成用融着部の数は、４個以上であ
り、好ましくは５個以上であり、また、８個以下であり、好ましくは６個以下である前記
＜１＞～＜８＞の何れか１に記載の立体シート。
＜１０＞
　前記凸部は、長手方向Ｘに、一定の間隔を空けて一列をなすように配置されており、こ
のような列が幅方向Ｙに、多列に形成されており、前記凸部は、幅方向Ｙにも、一定の間
隔を空けて一列をなすように配置されており、このような列が長手方向Ｘに、多列に形成
されており、長手方向Ｘに延びる一つの列に着目すると、該列を構成する凸部と、該列に
幅方向Ｙに隣り合う別の列を構成する凸部とが、半ピッチずれて配されており、幅手方向
Ｙに延びる一つの列に着目すると、該列を構成する凸部と、該列に長手方向Ｘに隣り合う
別の列を構成する凸部とが、半ピッチずれて配されている前記＜１＞～＜９＞の何れか１
に記載の立体シート。
＜１１＞
　内部が中空の前記各凸部は、それぞれが別個に独立して存在しているのではなく、任意
の一つの凸部に着目したとき、該凸部の全周囲にて隣接する凸部と連結しており、凸部ど
うしの連結部の高さは、凸部の頂部の高さよりも低くなっており、前記連結部の頂部は、
前記シート形成用融着部より高い位置にあり、該シート形成用融着部は、前記立体シート
の凹凸構造の各凹部の中心に位置しており、該凹部は、それぞれが別個に独立して存在し
ている前記＜１＞～＜１０＞の何れか１に記載の立体シート。
＜１２＞
　前記凸部の断面形状としては、全体として稜線が滑らかに丸みを帯びた、ドーム状の形
状、扁平な直方体、或いは截頭四角錐体の何れかであり、前記シート形成用融着部を平面
視した形状としては、円形状、矩形状、トラック形状の何れかである前記＜１＞～＜１１
＞の何れか１に記載の立体シート。
＜１３＞
　前記シート形成用融着部における前記貫通孔は、該シート形成用融着部の内側に１個、
前記第１不織布及び前記第２不織布を貫通して形成されており、該貫通孔を平面視した形
状としては、該シート形成用融着部の形状を一様に縮小した相似形状であり円形状である
前記＜１＞～＜１２＞の何れか１に記載立体シート。
＜１４＞
　前記立体シートにおいては、前記シート形成用融着部における輪郭と前記貫通孔の外周
縁との間の部分Ｐで、前記第１不織布及び前記第２不織布が接合されており、前記部分Ｐ
のうち、前記貫通孔の外周縁側の内縁部Ｑにおいては、断面視して、前記第１不織布及び
前記第２不織布を構成する長繊維の繊維形状が存在していない状態となっており、前記部
分Ｐにおける内縁部Ｑにおいては、繊維形状が存在せずフィルム化した状態となっており
、前記部分Ｐのうち、前記貫通孔から離れた部位Ｒにおいては、断面視して、前記第１不
織布及び前記第２不織布を構成する長繊維の繊維形状が存在し、完全にはフィルム化して
いない状態であり、該部分Ｐのフィルム化の程度は、前記貫通孔の中心から、同心円状に
離れた部位ほど、その程度は小さくなる前記＜１＞～＜１３＞の何れか１に記載の立体シ
ート。
＜１５＞
　前記シート形成用融着部における輪郭と前記貫通孔の外周縁との間の前記部分Ｐは、該
部分Ｐを厚み方向に沿って断面視したとき、第１不織布１及び第２不織布を構成する長繊
維の繊維間距離が、内縁部Ｑ側から外縁部Ｒ側に向かって漸次広くなっており、グラデー
ション的な構造を形成している前記＜１＞～＜１４＞の何れか１に記載の立体シート。
＜１６＞
　前記内縁部Ｑ近傍の厚みと、前記外縁部Ｒ近傍の厚みを比べたとき、該外縁部Ｒ近傍の
厚み＞該内縁部Ｑ近傍の厚みとなっている前記＜１＞～＜１５＞の何れか１に記載の立体
シート。
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＜１７＞
　前記第１不織布及び前記第２不織布は、長繊維からなるウェブを熱融着部により固定し
た不織布であり、該不織布としては、スパンボンド不織布、メルトブローン不織布、又は
スパンボンドの層とメルトブローンの層との積層不織布の何れかである前記＜１＞～＜１
６＞の何れか１に記載の立体シート。
＜１８＞
　前記第１不織布及び前記第２不織布を構成する長繊維は、溶融した熱可塑性樹脂を均一
に紡糸して形成された単層繊維であり、該単層繊維は、同芯型若しくは偏芯型の芯鞘型の
繊維、又はサイド・バイ・サイド型の繊維を含まず、紡糸して形成された繊維が均一な一
層構造の繊維である前記＜１＞～＜１７＞の何れか１に記載の立体シート。
＜１９＞
　前記第１不織布及び前記第２不織布を構成する熱可塑性樹脂としては、ポリオレフィン
系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂、アクリロニトリル系樹脂、ビニル系樹
脂、ビニリデン系樹脂の何れかであり、ポリオレフィン系樹脂としてはポリエチレン、ポ
リプロピレン、ポリブデンの何れかであり、ポリエステル系樹脂としてはポリエチレンテ
レフタレート、ポリブチレンテレフタレート何れかであり、ポリアミド系樹脂としてはナ
イロンであり、ビニル系樹脂としてはポリ塩化ビニルであり、ビニリデン系樹脂としては
ポリ塩化ビニリデンであり、これら各種樹脂の１種を単独で又は２種以上を混合して用い
、更に、これら各種樹脂は、ホモポリマー、ランダムコポリマー、ブロックコポリマーの
何れか１種以上を５０～１００質量％含んだ樹脂か、これらホモポリマー、ランダムコポ
リマー、或いはブロックコポリマーを混合した樹脂である前記＜１＞～＜１８＞の何れか
１に記載の立体シート。
＜２０＞
　前記第１不織布及び前記第２不織布は、長繊維からなるウェブを熱融着部により固定し
たスパンボンド不織布であり、前記第１不織布及び前記第２不織布２を構成する熱可塑性
樹脂はホモポリマーからなるポリプロピレン樹脂である前記＜１＞～＜１９＞の何れか１
に記載の立体シート。
＜２１＞
　前記凸部の高さは、１ｍｍ以上２０ｍｍ以下であり、好ましくは３ｍｍ以上１５ｍｍ以
下であり、前記立体シートの単位面積（１ｃｍ２）当たりの前記凸部の数は、１個以上１
５個以下であり、好ましくは３個以上１２個以下であり、前記立体シートの単位面積（１
ｃｍ２）当たりの前記貫通孔の数は、１個以上５０個以下であり、好ましくは４個以上３
０個以下である前記＜１＞～＜２０＞の何れか１に記載の立体シート。
＜２２＞
　前記凸部の底部面積（Ｓ１）は、１ｍｍ２以上４００ｍｍ２以下であり、好ましくは４
ｍｍ２以上３００ｍｍ２以下であり、前記シート形成用融着部の面積（Ｓ２）は、１ｍｍ
２以上５０ｍｍ２以下であり、好ましくは１ｍｍ２以上３６ｍｍ２以下である前記＜１＞
～＜２１＞の何れか１に記載の立体シート。
＜２３＞
　前記貫通孔６の開孔面積（Ｓ３）は、１ｍｍ２以上１００ｍｍ２以下であり、好ましく
は２ｍｍ２以上５０ｍｍ２以下であり、前記貫通孔６の長さは、１ｍｍ以上１０ｍｍ以下
であり、２ｍｍ以上７ｍｍ以下であり、また、シート形成用融着部３の長さは０．１ｍｍ
以上５ｍｍ以下である前記＜１＞～＜２２＞の何れか１に記載の立体シート。
＜２４＞
　前記立体シートにおける前記第１不織布と前記第２不織布との剥離強度は、０．２Ｎ／
３０ｍｍ以上であり、好ましくは０．５Ｎ／３０ｍｍ以上であり、上限値は３Ｎ／３０ｍ
ｍである前記＜１＞～＜２３＞の何れか１に記載の立体シート。
＜２５＞
　前記立体シートを構成する前記第２不織布は、その坪量が、該立体シートを構成する前
記第１不織布の坪量よりも高く、
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　前記第２不織布の坪量は、８ｇ／ｍ２以上であり、好ましくは、１０ｇ／ｍ２以上であ
り、そして、２５ｇ／ｍ２以下であり、好ましくは、２０ｇ／ｍ２以下であり、好ましく
は８ｇ／ｍ２以上２５ｇ／ｍ２以下であり、更に好ましくは、１０ｇ／ｍ２以上２０ｇ／
ｍ２以下であり、
　前記第１不織布の坪量は、８ｇ／ｍ２以上であり、好ましくは、１０ｇ／ｍ２以上であ
り、そして、２０ｇ／ｍ２以下であり、１８ｇ／ｍ２以下であることが好ましく、８ｇ／
ｍ２以上２０ｇ／ｍ２以下であることが好ましく、１０ｇ／ｍ２以上１８ｇ／ｍ２以下で
あることが更に好ましい前記＜１＞～＜２４＞の何れか１に記載の立体シート。
【００５０】
＜２６＞
　前記＜１＞～＜２５＞の何れか１に記載の立体シートを、前記第１不織布側が着用者の
肌側を向くようにして吸収性物品の表面シートとして用いた吸収性物品。
＜２７＞
　前記吸収性物品は使い捨ておむつである、前記＜２６＞に記載の吸収性物品。
＜２８＞
　前記＜１＞～＜２５＞の何れか１に記載の立体シートの製造方法であって、
　前記第１不織布の原反から前記第１不織布を繰り出し、これとは別に、前記第２不織布
の原反から前記第２不織布を繰り出し、そして、繰り出された該第１不織布を、第１ロー
ルと第２ロールとの噛み合わせ部に噛み込ませて該第１不織布１を凹凸賦形し、次いで、
該第１不織布を前記第１ロールの周面に引き続き吸引保持した状態下に、該第２不織布を
重ね合わせ、その重ね合わせたものを、第１ロールと周面平滑な第１ヒートロールとの間
で挟圧し、このとき該第１ロールと該第１ヒートロールの両方又は該第１ヒートロールの
みを加熱しておき、次いで、熱融着によって接合された前記第１不織布及び前記第２不織
布の重ね合わせたものを、前記第１ロールの周面に引き続き吸引保持した状態下で移動さ
せ、該重ね合わせたものを、該第１ロールと周面平滑な第２ヒートロールとの間で挟圧し
、このときの該第１ロールと該第２ヒートロールの両方又は該第２ヒートロールのみを加
熱しておき、該第１ロールにおける凸部上である各歯車の歯の上に位置する前記シート形
成用融着部において、更に前記第１不織布及び前記第２不織布を構成していた熱可塑性樹
脂を溶融し、溶融した樹脂が該凸部の周囲に移動して前記貫通孔を形成してなる立体シー
トの製造方法。
＜２９＞
　前記第１ロールと上流側の前記第１ヒートロールとで前記シート形成用融着部を形成し
、その後、該第１ロールと下流側の前記第２ヒートロールとで、前記貫通孔を形成するか
、又は、
　前記第１ロール及び上流側の前記第１ヒートロールで、前記シート形成用融着部及び前
記貫通孔を形成し、該第１ロール及び上流側の該第１ヒートロールとの挟持圧力と温度等
を調整することにより、前記第１不織布を前記第２不織布に重ね合わせたものに対して、
該シート形成用融着部を形成しながら、該貫通孔を形成する前記＜２８＞に記載の立体シ
ートの製造方法。
【実施例】
【００５１】
　以下、実施例により本発明を更に詳細に説明する。しかしながら本発明の範囲はかかる
実施例によって何ら制限されるものではない。
【００５２】
　［実施例１］
　単一樹脂であるポリプロピレン樹脂からなる繊維（２．０ｄｔｅｘ）から構成された第
１不織布及び第２不織布を、図６に示す製造装置を用いて部分的に熱融着して、図１に示
す立体シートを製造した。立体シートの単位面積（１ｃｍ２）当たりの凸部の数は３個で
あり、立体シートの単位面積（１ｃｍ２）当たりの貫通孔の数は１２個であった。尚、凸
部の底部面積（Ｓ１）は９ｍｍ２であり、シート形成用融着部の面積（Ｓ２）５ｍｍ２で
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あり、貫通孔の開孔面積（Ｓ３）は２ｍｍ２であった。また、貫通孔の長さは１ｍｍであ
り、シート形成用融着部の長さは０．５ｍｍであった。次に上述した測定方法により測定
した立体シートの剥離強度は、１．２Ｎ/３０ｍｍであった。
【００５３】
　［実施例２］
　単一樹脂であるポリエチレンテレフタレート樹脂からなる繊維（２．２ｄｔｅｘ）から
構成された第１不織布及び第２不織布を用いる以外は、実施例１と同様にして実施例２の
立体シートを製造した。実施例２の立体シートの剥離強度は、１．０Ｎ/３０ｍｍであっ
た。
【００５４】
　［比較例１］
　芯部にポリエチレン、鞘部にポリエチレンテレフタレート樹脂を用いた芯鞘複合繊維（
２．６ｄｔｅｘ、繊維長５１ｍｍ）から構成された第１不織布及び第２不織布を用いる以
外は、実施例１と同様にして比較例１の立体シートを製造した。比較例１の立体シートの
剥離強度は、０．１３Ｎ/３０ｍｍであった。
【００５５】
　〔性能評価〕
　花王株式会社製の「メリーズ（登録商標）２０１３年製」の製品から表面シートを取り
除き、実施例１～２の立体シート又は比較例１の立体シートを替わりに用い、第１不織布
側が着用者の肌側を向くようにして使い捨ておむつを作製した。実施例１～２の立体シー
ト又は比較例１の立体シートを表面シートに用いた使い捨ておむつに関し、以下のように
して装着テストを行い、第１不織布及び第２不織布の剥離の有無を評価した。
　＜試験条件＞
　テスト環境：温度２７℃、湿度６０％
　装着者　幼児１～３名
　各使い捨ておむつに関して、装着５時間経過後の第１不織布及び第２不織布の剥離の有
無を、以下の基準で評価した。得られた結果を表１に示す。
【００５６】
　第１不織布及び第２不織布の剥離の有無の評価は、以下の３段階で表した。
　　Ａ：第１不織布と第２不織布との融着部分から全く剥離していない。
　　Ｂ：第１不織布と第２不織布との融着部分から若干剥離している。
　　Ｃ：第１不織布と第２不織布との融着部分から剥離している。
【００５７】
【表１】

【００５８】
　表１に示す結果から、実施例１～２の立体シートを表面シートに用いた使い捨ておむつ
は、比較例１の立体シートを表面シートに用いた使い捨ておむつに比べて、第１不織布と
第２不織布との融着部分から剥離し難いことが分かった。従って、実施例１～２の立体シ
ートを表面シートに用いた使い捨ておむつは、使用時に第１不織布と第２不織布との融着
部分から剥離し難く、液戻りを低減し、赤みやかぶれを低減することが期待できる。
【符号の説明】
【００５９】
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１０　立体シート
１　第１不織布
２　第２不織布
３　シート形成用融着部
　３１　シート形成用融着部の輪郭
４　凸部
５　連結部
６　貫通孔
　６１　貫通孔の外周縁
Ｐ　シート形成用融着部の輪郭と貫通孔の外周縁との間の部分
１１　第１ロール
　１１ａ　凸部
１２　第２ロール
１３　第１ヒートロール
１４　第２ヒートロール

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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